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平 成 ２ ９ 年 

 

赤平市議会第２回定例会会議録（第１日） 

 

                          ６月１３日（火曜日）午前１０時００分 開 会 

                                    午後 ０時３０分 散 会 

 

 〇議事日程（第１号） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 会期決定の件          

  日程第 ３ 諸般の報告           

  日程第 ４ 市政の報告（市長・教育長）   

  日程第 ５ 議案第２１０号 赤平市行政手続 

        等における情報通信の技術の利用 

        に関する条例の制定について   

  日程第 ６ 議案第２１１号 赤平市情報公開 

        条例及び赤平市個人情報保護条例 

        の一部改正について       

  日程第 ７ 議案第２１２号 赤平市財政調整 

        基金条例等の一部改正について  

  日程第 ８ 議案第２１３号 赤平市特定教育 

        ・保育施設及び特定地域型保育事 

        業の運営に関する基準を定める条 

        例の一部改正について      

  日程第 ９ 議案第２１４号 赤平市国民健康 

        保険条例の一部改正について   

  日程第１０ 議案第２１５号 工事契約の締結 

        について（統合中学校建設工事 

        建築主体（校舎・渡り廊下棟）  

  日程第１１ 議案第２１６号 工事契約の締結 

        について（統合中学校建設工事 

        建築主体（体育館棟））      

  日程第１２ 議案第２１７号 工事契約の締結 

        について（統合中学校建設工事 

        （空気調和換気設備））      

  日程第１３ 議案第２１８号 滝川地区広域消 

        防事務組合規約の変更について  

  日程第１４ 議案第２１９号 赤平市過疎地域 

        自立促進市町村計画の一部変更に 

        ついて             

  日程第１５ 議案第２２０号 平成２９年度赤 

        平市一般会計補正予算      

  日程第１６ 議案第２２１号 平成２９年度赤 

        平市国民健康保険特別会計補正予 

        算               

  日程第１７ 議案第２２２号 平成２９年度赤 

        平市霊園特別会計補正予算    

  日程第１８ 議案第２２３号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第１９ 議案第２２４号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２０ 議案第２２５号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２１ 議案第２２６号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２２ 議案第２２７号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２３ 議案第２２８号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２４ 議案第２２９号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２５ 議案第２３０号 赤平市農業委員 
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        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２６ 議案第２３１号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２７ 議案第２３２号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２８ 議案第２３３号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２９ 報告第 １９号 平成２８年度赤 

        平市一般会計継続費繰越計算書の 

        報告について          

  日程第３０ 報告第 ２０号 平成２８年度赤 

        平市一般会計繰越明許費繰越計算 

        書の報告について        

  日程第３１ 報告第 ２１号 平成２８年度赤 

        平市下水道事業特別会計繰越明許 

        費繰越計算書の報告について   

  日程第３２ 報告第 ２２号 株式会社赤平振 

        興公社の経営状況について    

 

 〇本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 会期決定の件          

  日程第 ３ 諸般の報告           

  日程第 ４ 市政の報告（市長・教育長）   

  日程第 ５ 議案第２１０号 赤平市行政手続 

        等における情報通信の技術の利用 

        に関する条例の制定について   

  日程第 ６ 議案第２１１号 赤平市情報公開 

        条例及び赤平市個人情報保護条例 

        の一部改正について       

  日程第 ７ 議案第２１２号 赤平市財政調整 

        基金条例等の一部改正について  

  日程第 ８ 議案第２１３号 赤平市特定教育 

        ・保育施設及び特定地域型保育事 

        業の運営に関する基準を定める条 

        例の一部改正について      

  日程第 ９ 議案第２１４号 赤平市国民健康 

        保険条例の一部改正について   

  日程第１０ 議案第２１５号 工事契約の締結 

        について（統合中学校建設工事 

        建築主体（校舎・渡り廊下棟）  

  日程第１１ 議案第２１６号 工事契約の締結 

        について（統合中学校建設工事 

        建築主体（体育館棟））      

  日程第１２ 議案第２１７号 工事契約の締結 

        について（統合中学校建設工事 

        （空気調和換気設備））      

  日程第１３ 議案第２１８号 滝川地区広域消 

        防事務組合規約の変更について  

  日程第１４ 議案第２１９号 赤平市過疎地域 

        自立促進市町村計画の一部変更に 

        ついて             

  日程第１５ 議案第２２０号 平成２９年度赤 

        平市一般会計補正予算      

  日程第１６ 議案第２２１号 平成２９年度赤 

        平市国民健康保険特別会計補正予 

        算               

  日程第１７ 議案第２２２号 平成２９年度赤 

        平市霊園特別会計補正予算    

  日程第１８ 議案第２２３号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第１９ 議案第２２４号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２０ 議案第２２５号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２１ 議案第２２６号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２２ 議案第２２７号 赤平市農業委員 
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        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２３ 議案第２２８号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２４ 議案第２２９号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２５ 議案第２３０号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２６ 議案第２３１号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２７ 議案第２３２号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２８ 議案第２３３号 赤平市農業委員 

        会委員の任命につき同意を求める 

        ことについて          

  日程第２９ 報告第 １９号 平成２８年度赤 

        平市一般会計継続費繰越計算書の 

        報告について          

  日程第３０ 報告第 ２０号 平成２８年度赤 

        平市一般会計繰越明許費繰越計算 

        書の報告について        

  日程第３１ 報告第 ２１号 平成２８年度赤 

        平市下水道事業特別会計繰越明許 

        費繰越計算書の報告について   

  日程第３２ 報告第 ２２号 株式会社赤平振 

        興公社の経営状況について    

 

 〇出席議員  ９名 

        １番  木 村   恵 君 

        ２番  五十嵐 美 知 君 

        ３番  植 村 真 美 君 

        ４番  竹 村 恵 一 君 

        ５番  若 山 武 信 君 

        ６番  向 井 義 擴 君 

        ７番  伊 藤 新 一 君 

        ９番  御家瀬   遵 君 

       １０番  北 市   勲 君 

 

 〇欠席議員  １名 

        ８番  獅 畑 輝 明 君 

 

 〇説 明 員 

  市      長  菊 島 好 孝 君 

  教育委員会教育長  多 田   豊 君 

  監 査 委 員  早 坂 忠 一 君 
 
  選挙管理委員会            
            壽 崎 光 吉 君 
  委 員 長            
 
  農業委員会会長  田 村 元 一 君 
                       
  副 市 長  伊 藤 嘉 悦 君 

  総 務 課 長  熊 谷   敦 君 

  企 画 課 長  畠 山   渉 君 

  財 政 課 長  尾 堂 裕 之 君 

  税 務 課 長  田 村 裕 明 君 

  市 民 生 活 課 長  町 田 秀 一 君 

  社 会 福 祉 課 長  井 波 雅 彦 君 

  介護健康推進課長  斉 藤 幸 英 君 

  商工労政観光課長  林   伸 樹 君 

  農 政 課 長  野 呂 道 洋 君 

  建 設 課 長  高 橋 雅 明 君 

  上 下 水 道 課 長  杉 本 悌 志 君 

  会 計 管 理 者  蒲 原 英 二 君 
 
  あかびら市立病院            
            永 川 郁 郎 君 
  事 務 長            
                       
  教 育 学校教育            
            大 橋   一 君 
  委員会 課  長 
 
      社会教育            
   〃        伊 藤 寿 雄 君 
      課  長            
                       
  監 査 事 務 局 長  中 西 智 彦 君 
                       
  選挙管理委員会            
            熊 谷   敦 君 
  事 務 局 長            
                       
  農 業 委 員 会            
            野 呂 道 洋 君 
  事 務 局 長            
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 〇本会議事務従事者 

  議 会 事務局長  栗 山 滋 之 君 
 
      総務議事            
   〃        安 原 敬 二 君 
      係  長            
 
      総  務            
   〃        野 呂 律 子 君 
      議 事 係            



 －23－ 

（午前１０時００分 開 会） 

〇議長（北市勲君） これより、平成29年赤平市議

会第２回定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定によ

り、議長において、１番木村議員、５番若山議員を

指名いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第２ 会期決定の件を議

題といたします。 

 今期定例会の会期は、本日から16日までの４日間

といたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から16日までの４日間と決定

いたしました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ 諸般の報告であり

ます。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（栗山滋之君） 報告いたします。 

 諸般報告第１号ですが、市長から送付を受けた事

件は28件であります。 

 本会議に説明のため出席を求めた者につきまして

は、記載のとおりであります。 

 次に、議長報告でありますが、平成29年第１回定

例会以降平成29年６月12日までの動静につきまして

は、記載のとおりであります。 

 次に、例月現金出納検査の結果ですが、監査委員

報告書の概要を記載してあります。 

 次に、本日の議事日程につきましては、第１号の

とおりであります。 

 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

獅畑議員が欠席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第４ 市政の報告であり

ます。 

 一般行政について報告を求めます。市長。 

〇市長（菊島好孝君） 〔登壇〕 前定例会以降の

市政の概要につきましてご報告をさせていただきま

す。 

 初めに、全国及び北海道市長会の動向について申

し上げます。５月17日に平成29年春季北海道市長会

定期総会が網走市で開催されまして、人口減少の歯

どめや暮らしやすい地域づくりを目指すまち・ひと

・しごと創生法が施行されたことに伴い、地方自治

体が策定した地方版総合戦略が真に実効性の伴った

ものにするために、国がみずからの役割と責任につ

いて明確なビジョンを示し、地方とともに総力を挙

げて取り組むことを求める地方創生に関する決議を

採択したところであります。また、北海道は我が国

最大の食糧基地として良質な農畜産物を安定的に生

産、供給しており、農林水産業が地域の基幹産業を

担い、食品の加工や流通、観光など、多くの産業と

密接に関連しております。本道にとって生産者や関

係者が安心して経営に取り組むことができる支援策

を講ずるため、日欧経済連携協定、ＥＰＡなど、自

由貿易交渉においては国内農林水産業の振興が損な

われないよう対応することを求めたところでありま

す。さらに、ＪＲ北海道への国の支援に関する内容

が初めて決議されたところでありますが、経営再建

に向けた抜本的な見直しについて求めるとともに、

各首長が路線の維持、存続に向け、一丸となって取

り組む姿勢を示したところであります。秋季に引き

続き、地方の持つ可能性を発揮させ、安定的に北海

道が発展するために地方行財政の充実、強化、社会

保障施策に支障を及ぼすことのない社会保障制度改

革、さらにはエネルギー政策と原子力発電所に関す

る決議が採択され、６月７日に国会議員並びに関係

省庁に対して要望を行ってきたところであります。

また、６月７日には第87回全国市長会議が東京都で
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開催されまして、国が進める地方分権について国と

地方の役割の明確化やまち・ひと・しごと創生総合

戦略など、基本理念に基づいた真の地方分権改革が

実現するよう採択されたところであります。 

 次に、炭鉱遺産活用基本構想の策定について申し

上げます。炭鉱遺産の保存、継承と活用は、赤平市

しごと・ひと・まち創生総合戦略の中で重点施策と

して位置づけられ、国内でも貴重な遺産として有識

者から評価されているところでございます。昨年７

月には歴史の継承と交流人口の拡大のために炭鉱遺

産公園や炭鉱資料館の一体的整備について検討する

赤平市炭鉱遺産活用検討協議会が発足し、計８回に

わたる会議を開催して協議をしていただき、本年２

月に赤平市炭鉱遺産活用基本構想案を策定いたしま

した。その後、市内の４会場にて炭鉱遺産活用に関

する市民説明会を開催し、皆様からいただいたご意

見と炭鉱遺産活用検討協議会での協議内容を参考に

いたしまして、赤平市炭鉱遺産活用基本構想が完成

したところでございます。完成に当たりまして、こ

れまで検討協議会の委員におかれましては、ご多忙

の中、熱心に議論をいただいたことに感謝を申し上

げますとともに、市民説明会にお越しいただいた市

民の皆様にも重ねて感謝を申し上げるところでござ

います。今後におきましては、策定いたしました赤

平市炭鉱遺産活用基本構想を確実に実行するため、

市民の皆様を初め、企業や団体等と行政が一体とな

ってオール赤平で取り組み、炭鉱遺産の保存、継承

と活用に努めてまいります。 

 次に、ＪＲ根室本線対策について申し上げます。

ＪＲの根室本線は、滝川と根室を結ぶ幹線路線であ

りまして、周辺自治体を結ぶ主要交通機関であると

ともに、沿線市町の観光振興や物流輸送の基幹をな

すものとして極めて重要な交通機関の一つでありま

す。５月30日には、４市２町１村で構成される根室

本線対策協議会におきまして、首長並びに議長が第

三セクターの成功例として知られる千葉県のいすみ

鉄道を視察し、31日には道内選出の国会議員に路線

維持に向けた国からの支援拡充を要請したところで

あります。また、６月１日には国土交通大臣に対し

まして、関係団体との協議への積極的な協力、支

援、そしてＪＲ北海道の経営再建に向けた新たな支

援、老朽化した施設の保全、更新や災害対応、貨物

列車の運行における負担の軽減、増収策への支援の

５項目にわたり要請を行ったところであります。今

後も引き続き根室本線対策協議会と連携をさせてい

ただいて、通院や通学の移動手段として地域住民の

生活を支える重要な社会インフラである鉄路の維

持、存続に向けて取り組んでまいります。 

 次に、らんフェスタ赤平2017について申し上げま

す。17回目となりましたらんフェスタ赤平2017は、

４月14日から16日までの３日間にわたり総合体育館

を会場として開催されました。全道の蘭愛好者の皆

さんが丹精込めて育てられた多種多様な蘭、455鉢

が会場を埋め尽くしまして、来場者の目と心を魅了

したところでございます。展示のほかにもミニコン

サートや大道芸、パフォーマンスなど、イベントの

実施や江尻光二氏による講演会などを企画し、来場

者をお迎えしたほか、らんフェスタ赤平にあわせて

中空知の市、町の協力のもと、中空知の食と観光物

産フェアを特設会場にて同時開催いたしまして、各

市、町の特産品に来場者の興味を集め、大いににぎ

わいを見せたところでございます。新たな試みとい

たしまして、ことしは初めての炭鉱遺産バスツアー

を開催し、土日の２日間で81名の方々が会場からバ

スで旧住友炭鉱を見学し、赤平の歴史を体験してい

ただいたところでございます。また、特別講演とし

て「笑点」でおなじみの落語家、三遊亭円楽氏をお

迎えし、「笑いある人生」と題して講演会を開催

し、約500名のお客様にお越しいただき、話の展開

のおもしろさに終始笑いの絶えない講演会となりま

した。好天に恵まれ３日間で9,663人の方が観覧さ

れ、蘭の観賞やイベント、食を楽しみ、赤平を満喫

していただいたと感じております。この間、実行委

員会を初め、多くの企業、団体、関係機関、そして

市民の皆様のご協力によりまして盛大に終了するこ

とができましたことに心から感謝を申し上げます。
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今後も市民に親しまれ、楽しんで参加していただけ

るイベントづくりに努めてまいります。 

 次に、健康暮らしを考えるまちづくり講演会につ

いて申し上げます。市民が地域活動を通じたつなが

りの中で、身体的、精神的な健康維持、向上させ、

健康暮らしができるまちづくりの推進を目的とし

て、５月17日、交流センターみらいにおいて健康暮

らしを考えるまちづくり講演会を開催し、63名の参

加をいただいたところであります。講師には、東日

本大震災後の医療支援で岩手県陸前高田市の県立高

田病院に赴任し、仮設住宅での生活、不活発病を予

防することを目的に、被災者の活動支援のため農園

プロジェクトに取り組んだ医療法人王子総合病院医

師の高橋祥氏をお招きし、陸前高田市の被災の状

況、農園プロジェクトでの活動支援に至った経緯や

地域でのつながりの大切さについてご講演をいただ

いたところであります。講演会を通じまして、参加

された市民の皆様、職員につきましても、これから

も健康で暮らすためのヒントになったと感じている

ところであり、今後のまちづくりに期待を寄せると

ころであります。 

 次に、赤平市地域見守り活動に関する協定締結に

ついて申し上げます。５月22日に株式会社北海道新

聞小松販売所と赤平市地域見守り活動に関する協定

を締結いたしました。これによりまして、今後は北

海道新聞小松販売所が行う配達等の業務において、

訪問先で従業員が異変などを発見した場合に赤平市

へ連絡をいただけるもので、市内に住んでいる高齢

者や体に障がいがある方などの要配慮者が特別な配

慮を受けられるようになります。さきに締結しまし

た郵便局やコンビニエンスストア等との見守り活動

とあわせ、市民の安心で安全な暮らしを進める上で

も、また一つ前進できたものと考えております。 

 次に、空知川治水促進期成会の設立について申し

上げます。昨年の８月には１週間に３つの台風が北

海道に上陸し、その後台風10号が北海道に接近した

ため、空知川流域にも多大な被害を及ぼしました。

このことを受け、国に空知川流域の現状を伝え、治

水対策などの要望を行うため、本年５月10日に空知

川本流沿岸５市１町をもって空知川治水促進期成会

を設立したところであります。期成会会長には当市

赤平市長、副会長には南富良野町長が選任され、ま

た期成会の円滑な運営を図るため、各市町の担当者

をもって構成する幹事会も設置されたところでござ

います。５月26日には、北海道開発局及び札幌開発

建設部に設立の報告並びに空知川の治水対策につい

て意見交換会を行い、６月８日、９日には中央要望

といたしまして国土交通省、財務省、北海道選出国

会議員への要望行動を通じ、治水予算の安定的な確

保、空知川の治水関係事業の強力な推進がなされる

よう要請してまいりました。 

 次に、交通安全運動について申し上げます。春の

全国交通安全運動は、４月６日から15日までの10日

間、延べ1,623名の市民の皆様のご協力のもとに展

開したところであります。運動期間中は、早朝交通

安全街頭啓発を初め、交通事故死ゼロを目指しての

交通安全祈願祭や旗の波作戦、効果的な運動を実施

いたしました。本年に入り、北海道では交通事故件

数、負傷者数ともに減少しておりますが、本市にお

きましては交通事故件数が昨年に比べ増加傾向とな

ってございます。今後も交通事故死ゼロ2,000日を

目標に交通安全を推進し、安心安全な地域づくりを

市民の皆様とともに形成していき、交通事故による

犠牲者が出ないよう取り組みを進めるところであり

ます。 

 最後になりますが、工事の進捗状況につきまして

はお手元の別紙のとおりでございます。 

 以上、市政の概要につきましてご報告をさせてい

ただきましたが、ご了承のほどよろしくお願い申し

上げます。 

〇議長（北市勲君） 次に、教育行政について報告

を求めます。教育長。 

〇教育長（多田豊君） 〔登壇〕 前定例会以降の

教育行政の概要についてご報告をいたします。 

 初めに、学校教育関係について申し上げます。最

初に、中学校統合についてであります。５月10日開
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催の統合準備委員会において、通学体制の変更につ

いて協議、決定を行うとともに、統合中学校実施設

計等について報告を行ったところです。あわせて統

合準備委員会だよりとして町内会回覧や市ホームペ

ージへの掲載、さらには小中学校の保護者全員に配

付し、周知を図ったところです。また、小学校統合

につきましては、５月22日から市内７会場で開催さ

れました春季住民懇談会において、小学校統合に関

する赤平市立小中学校適正配置計画の変更について

説明を行うとともに、地域住民の方々のご意見を伺

ったところです。今後は、保護者説明会等を重ねて

開催し、保護者及び地域住民の方々のご意見、お考

えを伺いながら慎重に進めてまいります。 

 次に、市内小中学校の卒業式及び入学式について

であります。卒業式は、中学校が３月11日及び12

日、小学校は３月18日に行われ、小学校３校で55名

の児童、中学校２校では75名の生徒が学び舎を後に

しました。また、入学式は４月６日に行われ、新入

学児童48名、中学校進級者53名となっております。

なお、赤平幼稚園においては卒園式が３月15日に行

われ、21名が卒園し、入園式が４月10日に行われ、

15名が入園したところです。 

 次に、平成29年４月１日付で教職員の人事異動に

ついてでありますが、本年度は退職者５名を含む転

出教職員18名に対し、転入教職員16名を受け入れた

ところです。また、学級編制の状況についてであり

ますが、３月定例会におきまして平成29年度の児童

生徒数及び学級編制の見込みについて申し上げまし

たが、５月１日現在、小学校においては児童数が

329名で普通学級18学級、特別支援学級７学級の合

計25学級となり、中学校においては生徒数が191名

で普通学級８学級、特別支援学級５学級の合計13学

級として認可を受けたところです。また、幼稚園の

編成状況についてでありますが、赤平幼稚園は３歳

児14名、４歳児12名、５歳児25名の３学級で、合計

51名となったところです。 

 次に、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略の

施策として昨年度より制度を開始しました人材育成

・定住促進奨学金についてであります。本年度の申

請者10名につきましては、５月25日開催の第６回教

育委員会において審議し、申請者10名全員の決定を

行ったところです。決定者10名の内訳は、高校生２

名、専門学校生３名、短期大学生１名、私立大学生

４名となっており、昨年度からの継続者と合わせる

と奨学生は24名となったところです。なお、当面継

続予定の現行制度、赤平市奨学資金につきましては

本年度の申請者はおりませんでした。また、高等学

校等通学費等支援事業につきましては、５月中旬に

対象者と思われる保護者宛てに申請の勧奨通知を行

い、申請の受け付けを行っているところです。 

 次に、文部科学省の全国学力・学習状況調査につ

いてでありますが、４月18日に全国一斉に実施され

ました。ことしで11回目となりますこの調査は、市

内全小中学校の該当学年である小学校６年生と中学

校３年生を対象とした悉皆調査であり、予定どおり

に実施されたところです。集計する文部科学省によ

る調査結果の発表については、８月末ごろとなって

おりますが、市教委では学力向上対策には迅速な対

応が必要との判断から、全小中学校に対して正式な

調査結果を待たずに各学校において独自に採点する

ことにより、その傾向を速やかに把握するよう指示

をしたところです。また、ことしも赤平市学力向上

委員会を中心に状況の把握と赤平市学力向上プラン

による学力向上策を講じてまいります。あわせて道

教委の事業でありますほっかいどう学力向上推進事

業、授業改善等支援事業において、市内小中学校か

ら１校が拠点校として道教委の指定を受け、同時に

その他の学校においても同様の取り組みを進めるこ

とにより、全児童生徒の学力の底上げを図ってまい

ります。 

 次に、コミュニティ・スクールについてでありま

す。将来的に学校運営協議会に発展させることを目

的とした学校運営全体を協議する学校関係者評価委

員会を発足させ、会を構成する保護者代表、学校評

議委員、地域住民、地元企業関係者、学校関係者に

よる第１回赤平市学校関係者評価委員会を６月７日
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に開催し、今後の推進日程及び各学校への訪問計画

等について協議をしていただいたところです。 

 次に、市内各小学校の運動会及び各中学校の体育

大会についてでありますが、赤平中学校、赤平中央

中学校両校の体育大会が５月30日に、赤間小学校の

運動会が６月３日に、茂尻小学校、豊里小学校、両

校の運動会が６月４日に開催されました。両中学校

が雨天による順延での開催となり、全小学校が小雨

まじりの肌寒い天候の中での開催となりましたが、

各校の児童生徒は仲間とともに協力し合い、各種目

において元気いっぱいに全力で取り組んでおりまし

た。なお、赤平幼稚園の運動会は６月18日に開催す

る予定となっております。 

 次に、社会教育関係でございますが、最初に第10

回みらいまつりについて申し上げます。４月１日、

２日の両日に交流センターみらいで開催されまし

た。絵画、陶芸、手芸、短歌、俳句などの展示と、

２日には日舞、民謡、歌謡、ダンスなどの芸能部門

の発表を行い、関係者はもとよりも多くの市民にも

鑑賞していただき、盛会裏に終了いたしました。 

 次に、炭鉱遺産公園について申し上げます。地元

企業の有限会社三樹工業様よりソメイヨシノの桜の

苗木100本の寄贈を受け、５月20日に市内小中学生

27名に参加をいただき、将来の思い出の地につなが

るようズリ山展望広場記念植樹会を開催し、植樹を

していただきました。当日は天候にも恵まれ、子供

たちも楽しみながら作業に当たっておりました。ま

た、旧住友赤平炭鉱施設の見学につきましては、随

時申し込みのほかに本年度も５月17日から月２回の

定期公開を開始したところです。 

 次に、ふるさと少年教室について申し上げます。

青少年健全育成事業として市内小学校の４年生から

６年生を対象にリーダー養成を目的とした研修を毎

年行っておりますが、本年度も６月10日に開校し、

９月中旬までの間、市内外の施設見学や宿泊研修、

野外体験学習など、全５回の研修を実施してまいり

ます。 

 次に、社会体育関係でありますが、虹ケ丘球場、

市営テニスコート、住友河畔パークゴルフ場、翠光

苑パークゴルフ場につきましては、５月１日にオー

プンをいたしましたが、赤平パークゴルフ場につき

ましては昨年の災害の影響によりＣコースのみ５月

３日にオープンをしておりますが、Ａコース並びに

Ｂコースに関しましては復旧作業が終了次第開放す

る予定となっております。また、子供体力測定、走

り方教室につきましては、本年度も北翔大学との包

括連携協定事業として５月13日に開催し、市内の小

学生43名に参加をいただき、当日は天候にも恵ま

れ、中央中学校グラウンドでの走り方教室に始ま

り、体力測定２種目を行った後、総合体育館におい

て６種目、計８種目の測定を行い、大学教授並びに

学生の指導協力のもと無事終了し、今後の子供たち

の体力向上に寄与することを期待するところであり

ます。 

 次に、東公民館関係について申し上げます。東公

民館を利用し、活動していただいている同好会やサ

ークルの皆様が日ごろの練習の成果を発表し、交流

を図ることを目的とした第33回東公民館まつりが３

月11日、12日の両日開催されました。俳句、手芸、

写真の展示を初め、太極拳、大正琴、ダンスや空

手、演舞、赤平火太鼓などの発表が行われ、大勢の

観客にご来場いただき、盛会裏に終了したところで

あります。また、北海道エアロビック連盟の専門指

導員による健康事業といたしまして、気軽に楽しく

健康増進を図るため、音楽に合わせたエクササイズ

を行うリズムウォーキングが６月１日から開催され

ており、７月６日までの５回にわたり実施される予

定となっております。 

 以上、教育行政の概要についてご報告をさせてい

ただきましたが、ご了承のほどよろしくお願い申し

上げます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第５ 議案第210号赤平

市行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課
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長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第210号

赤平市行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する条例の制定につきまして、提案の趣旨をご説

明申し上げます。 

 平成28年12月22日に示されました子育てワンスト

ップサービス実現に向けた地方公共団体向けガイド

ラインにおきまして、条例等に基づく手続で書面に

より行うことが定められたものをマイナポータルで

も行うためには、オンライン化を可能とすべく必要

な規定を含ませた行政手続における情報通信の技術

の利用に関する条例、いわゆるオンライン化条例の

制定を行う必要があるとされており、既に国や道で

も制定されておりますことから、本条例を制定する

ものでございます。 

 以下、条ごとにご説明申し上げます。 

 第１条につきましては、市民の利便性の向上を図

るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資する

といたしまして、条例の目的を規定したものでござ

います。 

 第２条につきましては、条例等の市の機関等、書

面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等、

縦覧等、作成等、手続等について、それぞれ意義を

定めたものでございます。 

 第３条につきましては、条例等により書面で行う

こととされている申請等を個別条例等を改正せずに

当該申請等のオンライン化等ができる旨を規定する

など、電子情報処理組織による申請等について定め

たものでございます。 

 第４条につきましては、処分通知等のオンライン

化等を可能とする旨を規定するなど、電子情報処理

組織による処分通知等について定めたものでござい

ます。 

 第５条につきましては、市民等から届け出された

書面等を公衆の縦覧に供するなどの縦覧、閲覧等に

関する手続も存在しており、申請等や処分通知等の

オンライン化等と同様に規則で定める方法により電

子化をすることが可能である旨を規定するなど、電

磁的記録による縦覧等について定めたものでござい

ます。 

 第６条につきましては、書面等により作成、保存

することとしている台帳や登録簿等について、個別

の条例等を改正せずに規則で定める方法によりコン

ピューター等の利用による当該書面等に係る電磁的

記録の作成、保存をもって変えることができるとす

るなど、電磁的記録による作成等について定めたも

のでございます。 

 第７条につきましては、市が市の機関等に係る手

続等のオンライン化等の推進を図るために、情報シ

ステムの整備、その他必要な措置を講じることにつ

いての努力義務について規定するなど、市の手続等

に係る情報システムの整備等について定めたもので

ございます。 

 第８条につきましては、本条例に基づき、オンラ

イン化等される申請等につきまして、少なくとも年

１回公表するといたしまして、手続等に係る電子情

報処理組織の使用に関する状況の公表について定め

たものでございます。 

 第９条につきましては、条例の施行に関し必要な

事項は規則で定めるとした委任の規定でございま

す。 

 次に、附則でございますが、附則第１項といたし

まして、この条例は、公布の日から施行するものと

し、附則第２項は赤平市行政手続条例の一部改正で

ございまして、第８条の行政処分に関する理由の提

示及び第32条の行政指導の方式に関しまして、電子

申請及び処分通知等で行ったケースも適用されるよ

う、字句の追加をするものでございます。 

 以上、ご提案を申し上げますので、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 今の説明でおおむねそう

なのかなという実感がちょっと薄いものですから、

もう一度確認したいのですけれども、この条例の目
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的の中に市民の利便性の向上を図るとともに、行政

運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする

という、この目的なのですけれども、このことはど

のような効果を期待し、またこの点についてもう少

し具体的にちょっと示していただきたいなと思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） お答えをさせていただき

ます。 

 行政手続等について、これまでの書面等によるこ

とに加えまして、インターネット等で接続したオン

ラインシステムを利用して申請、届け出や処分通知

等の行政手続を行うことのほか、縦覧や閲覧を書面

に書いてパソコン等を利用して行うことにより、利

便性の向上や行政運営の効率化につながるというこ

とで考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。木村議

員。 

〇１番（木村恵君） ７条関係についてちょっとお

伺いしますが、市の手続等、情報システム整備の努

力義務という説明でしたけれども、こういったシス

テムの整備に関して交付税措置等、これはされるも

のなのかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 交付税措置につい

てでございますが、子育てワンストップもこの制度

を利用しながら活用するというふうに内閣府のほう

では求められております。それで、私たちの今得て

いる情報でございますが、システムの改修、それか

らシステムの整備につきましては今のところは交付

税のほうで見ていただけるという方向で、国のほう

では情報を得ているところでございます。 

〇議長（北市勲君） ほかにございませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君）質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第210号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第６ 議案第211号赤平

市情報公開条例及び赤平市個人情報保護条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 議案第211号赤平市情報

公開条例及び赤平市個人情報保護条例の一部改正に

つきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 昨年５月に行政機関の保有に関する個人情報の保

護に関する法律において、個人情報の定義の明確化

や要配慮個人情報の定義の追加が行われ、また行政

機関の保有する情報の公開に関する法律においても

個人情報の定義の明確化に関する改正が行われまし

たことから、法改正の趣旨を踏まえた見直しが必要

であり、赤平市情報公開条例及び赤平市個人情報保

護条例の一部を改正するものでございます。 

 条例改正の内容につきまして、別紙参考資料の対

照表によりご説明申し上げます。 

 第１条関係は、赤平市情報公開条例の一部改正で

ございますが、第２条につきましては用語の意義を

規定しておりますが、法の改正により電磁的記録に

ついて定義されましたことから字句等を改めるもの

でございます。 

 第８条につきましては、不開示情報について定め

ておりますが、第２条の改正と同様、電磁的記録に

ついて加える等から字句を改めるものでございま

す。 

 第２条関係は、赤平市個人情報保護条例の一部改

正でございますが、第２条につきましては用語の意

義を規定しておりますが、法の改正により電磁的記

録や個人識別符号、要配慮個人情報等について定義

されますことから号を追加するなど改めるものでご

ざいます。 

 第６条につきましては、個人情報取扱いの範囲に

ついて定めておりますが、要配慮個人情報について

定義されましたことなどから字句を改めるものでご
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ざいます。 

 第７条につきましては、個人情報取扱事務の処理

及び閲覧について定めておりますが、個人情報取扱

事務登録簿に記載する事項に要配慮個人情報につい

て加えるため号を追加するものでございます。 

 第30条につきましては、罰則について定めてござ

いますが、字句を統一するため改めるものでござい

ます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施

行するものでございます。 

 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

木村議員。 

〇１番（木村恵君） 211号なのですけれども、第

２条関係ですけれども、第６条の２項中、現行では

取り扱ってはならないということで、思想、信条及

び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因と

なるおそれのある個人情報とありました。それを第

２条４号にある改正のほうの要配慮個人情報の内容

に置きかえるというものだと思います。そこで、思

想という文言と宗教という文言にかわる言葉が改正

案には入っておりませんが、取り扱えるということ

になるのか確認をします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） お答えをさせていただき

ます。 

 個人情報保護法ガイドラインによりますと、思

想、信条等につきましては要配慮個人情報に含まれ

ており、これまでと同様のものとしておりますの

で、ご理解をいただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 要配慮個人情報に含まれると

いうことですけれども、そもそも取り扱いがあるの

かということなのですが、例えば何らかの団体に入

っていたりして、申請などをすればそういったもの

が情報としてあると思うのですが、それ以外はちょ

っと思いつかないのです。それで、それ以外にそう

いったものはないという認識でよろしいでしょう

か、確認です。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 先ほども申し上げました

けれども、今までどおりということでご理解をいた

だきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） その思想であったり、信教で

あったりということは憲法でそれぞれ保障されてい

る権利であり、そもそも個人情報として取り扱うこ

と自体が私は必要がないのではないかと思っていま

す。要配慮個人情報というところから文言が抜け

た、削除されたということで懸念が生じますので、

今のご答弁ではあくまで文言はないが今までと同じ

く取り扱うということで確認とれましたので、理解

しました。ありがとうございます。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 今の211号の参考資料の

ところに定義の中で、第２条で（２）、マイクロフ

ィルム及び電磁的記録の中で、電磁的方式（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。）と

か、わかるような、わからないような文面も感じら

れたので、もっとこの定義について具体的に説明し

てほしいです。よろしくお願いします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 定義の関係でございます

けれども、まず電磁的記録の関係の電子的方式、こ

れは一般的にＣＤですとかＤＶＤ、そういうものを

電子的方式と申します。それと電磁的方式、これは

ハードディスクですとかフロッピーディスク、これ

を電磁的方式というふうに言われております。知覚

的にというのは、そういうふうなディスクを見ても

何が書いてあるかわからないというようなことで、

知覚的にというような表現しているというふうに思

います。 
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 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第211号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第７ 議案第212号赤平

市財政調整基金条例等の一部改正についてを議題と

いたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第212号

赤平市財政調整基金条例等の一部改正につきまし

て、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 地方自治法第233条の２及び地方財政法第７条に

基づき、決算時における歳入歳出剰余金を翌年度繰

越金に予算計上せず、直接基金へ積み立てることが

できる条項を新設し、剰余金の２分の１以上の額を

基金へ積み立てを行うことにより、今後予想される

大型建設事業や事業実施の際に借入する地方債の償

還に伴う財源確保並びに各会計における長期的な財

政の安定化を図ることを目的として、所要の改正を

行うものでございます。 

 条例の改正の内容につきまして、別紙参考資料の

対照表よりご説明を申し上げます。 

 第１条関係は、赤平市財政調整基金条例の一部改

正でございますが、第２条につきましては積み立て

について定めておりますが、第１項として予算で定

める規定を定め、第２項として剰余金を基金に編入

できる規定を整備するため条項を改めるものでござ

います。 

 第２条関係は、赤平市減債基金条例の一部改正で

ございますが、財政調整基金条例の一部改正と同

様、第２条の見出しを改め、第２項を追加するもの

であります。 

 第３条関係は、赤平市介護給付費準備基金条例の

一部改正でございますが、第１項として予算で定め

る規定を定め、第２項として剰余金を基金に編入で

きる規定を整備するため条項を改めるものでござい

ます。 

 第４条関係は、赤平市国民健康保険事業財政調整

基金条例の一部改正でございますが、介護給付金準

備基金条例の一部改正と同様、第２条を改め、他の

基金条例の表記と整合性を図るため第４条の字句を

改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から

施行するものであります。 

 以上、ご提案を申し上げますので、よろしくご審

議賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありません

か。木村議員。 

〇１番（木村恵君） 212号について質疑をいたし

ます。 

 長期的な財政の安定化ということで、決算剰余金

にルールをもってそれぞれの基金に積み立てていく

という条例の改正案です。３月の予算委員会での答

弁から大変早い提案であり、将来に対する責任ある

決断で評価されると思います。 

 そこで、平成28年度決算見込みにおいて、減債基

金、国保事業財政調整基金、介護給付費準備基金、

それぞれどのくらいの積み立て予定になりますか、

財政課長。 

〇議長（北市勲君） 財政課長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） お答えいたします。 

 地方財政法に基づきまして、決算剰余金のうち２

分の１を下回らない金額ということで、ほぼ２分の

１の金額を積み立てる予定でおります。その内訳で

すが、一般会計は１億3,500万円を減債基金へ、国

保会計は2,600万円を国民健康保険事業財政調整基

金へ、介護会計は1,656万3,000円を介護給付費準備

基金へそれぞれ積み立てを行う予定となっておりま

す。よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 
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〇１番（木村恵君） 起債がふえていく傾向にあり

ますので、まずは減債基金というのは今までゼロで

したから、当然かなというふうに思います。国保も

また都道府県化が平成30年に控えていますから、今

回タイミングとしても大変いいのかなというふうに

も思っております。起債のほうもしっかりと優先順

位決めて行っていただきたいことだけ申し上げて終

わります。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第212号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第８ 議案第213号赤平

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部改正についてを

議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第213号

赤平市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部改正につき

まして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 子ども・子育て支援法第34条及び第46条により公

費の給付対象となる特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営につきましては、国の基準、特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を踏まえ、市町村の条例で定めることと

されておりますが、このたび支給認定証の任意交付

化から特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準が改正されましたことから、所

要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、別紙参考資料の対照

表によりご説明申し上げます。 

 第８条につきましては、受給資格等の確認につい

て定めておりますが、さきに申し上げましたとおり

支給認定証が任意交付と改正されたことに伴いまし

て、字句を追加するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から

施行するものでございます。 

 以上、ご提案を申し上げますので、よろしくご審

議賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第213号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第９ 議案第214号赤平

市国民健康保険条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 議案第214号赤平市国民

健康保険条例の一部改正につきまして、提案の趣旨

をご説明申し上げます。 

 国民健康保険税の算出項目につきましては、標準

基礎分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の３

項目から構成されておりますが、それぞれで収支均

衡を図ること並びに適正な応益応能の負担割合とな

ること、なおかつ被保険者の負担軽減を目的といた

しまして、今般国民健康保険運営協議会におきまし

て、それぞれ項目ごとに保険税率や保険税額につき

ましてご審議いただき、さらに地方税法施行令の一

部を改正する政令が平成29年３月31日に公布され、

低所得者世帯に対する国民健康保険税の軽減判定の

所得基準額を引き上げるとされましたことなどか

ら、所要の改正を行うものでございます。 

 以下、改正の内容につきまして別紙参考資料の対

照表によりご説明申し上げます。 

 第10条につきましては、基礎課税額に係る所得割

の規定で8.86％から8.68％に保険税率を改めるもの
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です。 

 第11条につきましては、基礎課税額に係る均等割

の規定で保険税額を１万5,700円から１万5,400円へ

改めるものです。 

 第12条につきましては、基礎課税額に係る平等割

の規定で保険税額を１万200円から9,500円、特定世

帯については5,100円から4,750円、特定継続世帯に

ついては7,650円から7,125円にそれぞれ改正するも

のであります。 

 第13条につきましては、後期高齢者支援金等課税

額に係る所得割の規定で、4.02％から4.64％に保険

税率を改めるものです。 

 第14条につきましては、後期高齢者支援金等課税

額に係る均等割の規定で、保険税額を6,900円から

7,900円へ改めるものです。 

 第14条の２につきましては、後期高齢者支援金等

課税額に係る平等割の規定で、保険税額を4,400円

から5,000円に、特定世帯については2,200円から

2,500円、特定継続世帯については3,300円から

3,750円にそれぞれ改正するものであります。 

 第15条につきましては、介護納付金課税額に係る

所得割の規定で、3.80％から4.72％に保険税率を改

めるものです。 

 第16条につきましては、介護納付金課税額に係る

均等割の規定で、保険税額を9,300円から１万1,800

円へ改めるものです。 

 第30条につきましては、国民健康保険税の減額に

ついて定めておりますが、第９条の限度額の改正に

伴う字句の改正を行うほか、５割軽減の基準につい

ては被保険者数に乗ずる金額を27万円とし、２割軽

減の基準については被保険者数に乗ずる金額を49万

円とすることから字句を改めるものであります。 

 次に、附則でございますが、附則第１項といたし

まして、この条例は、公布の日から施行し、平成29

年４月１日から適用するものとし、附則第２項につ

きましては、改正後の赤平市国民健康保険条例の規

定は、平成29年度以後の年度分国民健康保険税につ

いて適用し、平成28年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例によるとして、適用区分を

規定したものであります。 

 以上、ご提案を申し上げますので、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

木村議員。 

〇１番（木村恵君） 214号について質疑します。 

 医療分が下がり、後期高齢者支援分、介護納付金

分がそれぞれトータルでは上がっているということ

ですけれども、先月行われた国保運営協議会では後

期、介護いずれも単体で充足できるよう見直しした

が、被保険者の負担が増大することから医療費分を

見直し、トータルで税負担の緩和をするよう税率を

決めたという説明があったと聞いています。ここは

一定の評価が得られると思うのですが、国保の加入

者の軽減を受けている、今回軽減の限度額上がりま

したが、割合というのはどのぐらいになっているの

か、市民生活課長。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 国保加入者の軽減

を受けている割合でございますけれども、平成29年

４月１日現在の仮算定でございますけれども、

1,854世帯、2,571人の加入で、そのうち1,484世

帯、2,031人が軽減の対象となってございまして、

世帯で80％、人数で79％を占める状況となってござ

います。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） ということですよね。やっぱ

り８割の方が軽減を受けているということで、圧倒

的に低所得者の方がいるということになると思いま

す。そこで、滞納や短期証の発行の件数というのが

今どうなっているかお聞きしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 滞納の状況でござ

いますけれども、平成28年度末で116世帯、189人と

いう状況になってございまして、短期証につきまし
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ては平成29年４月現在で22世帯、38人に対し交付し

ているところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） やはり決して少なくない方が

滞納や短期証という払えないということになってい

るのだと思います。負担を減らしてそういった状況

を改善するには、やはり税額を下げるしか方法はな

いのではないかと思いますが、そうすると法定外繰

り入れというものが伴うということになると思いま

す。市町村の判断で行うことができると先日も道議

会で認められてはいますが、実際は国や道も段階的

な解消というのを求めていますし、赤平市では赤字

解消分をやめてから、終わってから法定外繰り入れ

はしていないという状況で、これからまた法定外繰

り入れのほうに行くのはなかなか逆風が強いのかな

というふうにも思います。しかし、住民を身近に接

する市町村が負担軽減の努力を行うのは住民福祉の

増進を図る自治体として当然のことであり、検討し

ていくべきだと私は考えます。低所得者の方が圧倒

的にいるので、相互扶助の精神で加入者同士が支え

合うのは基本と言われましても、これやっぱり前提

が崩れているのだと思います。そういったことか

ら、国や道に支援の強化を求めていくべきだと思い

ますが、市民生活課長、どうでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 国や道に市の強化

を求めるということについてでございますけれど

も、これまで実施してきております特定健診の受診

率の向上やジェネリック医薬品の普及促進などの取

り組みを継続いたしまして、医療費の適正化につな

げていきたいと考えておりますし、その結果国、道

の調整交付金などを確保いたしまして税負担の軽減

につながればと考えているところでございます。ま

た、来年度より市長会等からの要望もございまし

て、国は子ども医療費を助成している自治体に対す

る国庫負担金の減額措置、いわゆるペナルティーで

ございますけれども、未就学児までに限り廃止する

ということをしておりますが、今後におきましても

引き続き全国市長会等を通じまして、これらを含め

まして国等に対し支援の強化等を要望してまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

 よろしくご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第214号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第10 議案第215号工事

契約の締結について（統合中学校建設工事 建築主

体（校舎・渡り廊下棟））を議題といたします。  

地方自治法第117条の規定により、植村議員の退席

を求めます。 

（植村議員退席） 

〇議長（北市勲君） 本案に関する提案理由の説明

を求めます。総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第215号

工事契約の締結について（統合中学校建設工事 建

築主体（校舎・渡り廊下棟））につきまして、提案

の趣旨をご説明申し上げます。 

 統合中学校建設工事につきましては、平成30年度

に統合する統合中学校の校舎、屋内体育館の新築に

伴うもので、予算につきましては平成29年度、平成

30年度の継続事業として３月開催の第１回定例会に

おいてご承認をいただいております。契約の方法に

つきましては、４月26日告示の制限付一般競争入札

の公告に基づき、参加資格の申し込みがありました

地元建設業者で構成されました３つの特定建設工事

共同企業体により５月29日に入札を執行したところ

でございます。 

 議案第215号工事契約の締結について（統合中学

校建設工事 建築主体（校舎・渡り廊下棟））につ

いて、下記のとおり契約を締結するため、議会の議
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決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 

 記といたしまして、１、契約の目的、統合中学校

建設工事、建築主体（校舎・渡り廊下棟）。 

 ２、契約の方法、制限付一般競争入札。 

 ３、契約金額、金11億9,556万円。 

 ４、契約の相手方、西出・植村・丸宮特定建設工

事共同企業体で、代表者、構成員につきましては記

載のとおりでございます。 

 なお、工事の場所、工期、工事の概要及び予定価

額１億5,000万円未満のその他工事につきまして

は、別紙参考資料に記載のとおりでありますので、

説明を省略させていただきます。 

 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第215号については、会議規則第36条第３項

の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第215号については、委員会の付託

を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第215号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

（植村議員入場） 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第11 議案第216号工事

契約の締結について（統合中学校建設工事 建築主

体（体育館棟））を議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第216号

工事契約の締結について（統合中学校建設工事 建

築主体（体育館棟））につきまして、提案の趣旨を

ご説明申し上げます。 

 さきにご提案しました議案第215号と同様、統合

中学校建設工事でありますが、４月26日に告示の制

限付一般競争入札の公告に基づき、参加資格の申し

込みがありました地元建設業者で構成されました３

つの特定建設工事共同企業体により５月29日に入札

を執行したところでございます。 

 議案第216号工事契約の締結について（統合中学

校建設工事 建築主体（体育館棟））について、下

記のとおり契約を締結するため、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 記といたしまして、１、契約の目的、統合中学校

建設工事、建築主体（体育館棟）。 

 ２、契約の方法、制限付一般競争入札。 

 ３、契約金額、金８億1,000万円。 

 ４、契約の相手方、むらかみ・和泉・佐々木特定

建設工事共同企業体で、代表者、構成員につきまし

ては記載のとおりでございます。 

 なお、工事の場所、工期、工事の概要につきまし

ては、別紙参考資料に記載のとおりでありますの

で、説明を省略させていただきます。 

 以上、ご提案を申し上げますので、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 
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 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第216号については、会議規則第36条第３項

の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第216号については、委員会の付託

を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第216号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第12 議案第217号工事

契約の締結について（統合中学校建設工事（空気調

和換気設備））を議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により、植村議員の退

席を求めます。 

（植村議員退席） 

〇議長（北市勲君） 本案に関する提案理由の説明

を求めます。総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第217号

工事契約の締結について（統合中学校建設工事（空

気調和換気設備））につきまして、提案の趣旨をご

説明申し上げます。 

 さきにご提案しました議案第215号、第216号同

様、統合中学校建設工事でありますが、４月26日告

示の制限付一般競争入札の公告に基づき、参加資格

の申し込みがありました地元建設業者で構成されま

した３つの特定建設工事共同企業体により５月29日

に入札を執行したところでございます。 

 議案第217号工事契約の締結について（統合中学

校建設工事（空気調和換気設備））について、下記

のとおり契約を締結するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 記といたしまして、１、契約の目的、統合中学校

建設工事（空気調和換気設備）。 

 ２、契約の方法、制限付一般競争入札。 

 ３、契約金額、金２億2,172万4,000万円。 

 ４、契約の相手方、石川・植村特定建設工事共同

企業体で、代表者、構成員につきましては記載のと

おりでございます。 

 なお、工事の場所、工期、工事の概要につきまし

ては、別紙参考資料に記載のとおりでありますの

で、説明を省略させていただきます。 

 以上、ご提案を申し上げますので、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第217号については、会議規則第36条第３項

の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第217号については、委員会の付託

を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 
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 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第217号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

（植村議員入場） 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第13 議案第218号滝川

地区広域消防事務組合規約の変更についてを議題と

いたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第218号

滝川地区広域消防事務組合規約の変更につきまし

て、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 滝川地区広域消防事務組合につきましては、３市

２町をもって組織され、消防に関する事務を共同で

処理しているところでありますが、今般滝川地区広

域消防事務組合消防本部滝川消防署庁舎新築移転に

伴い、組合の事務所の位置が変更となるため、当該

規約を変更いたしますことから、地方自治法第290

条の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。 

 規約の改正内容につきまして、別紙参考資料の対

照表によりご説明申し上げます。 

 第４条につきましては、組合の事務所の位置につ

いて定めておりますが、移転新築に伴い事務所の位

置が変更になることから、字句を改めるものでござ

います。 

 附則といたしまして、この規約は、平成29年９月

１日から施行するものであります。 

 以上、ご提案を申し上げますので、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第218号については、会議規則第36条第３項

の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第218号については、委員会の付託

を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第218号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第14 議案第219号赤平

市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について

を議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第219号

赤平市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更につ

きまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 赤平市過疎地域自立促進市町村計画の一部を別紙

のとおり変更したいので、過疎地域自立促進特別措

置法第６条第７項の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

 赤平市過疎地域自立促進市町村計画につきまして

は、平成28年３月に議決をいただき、この計画に基

づき諸施策を実施しているところでございますが、
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財政上の特別措置を受けるため、事業内容の変更や

事業の追加を内容といたしまして、本計画の一部を

変更するものでございます。 

 なお、赤平市過疎地域自立促進市町村計画の変更

に伴う北海道への事前協議につきましては、既に協

議書を提出させていただいておりまして、異議のな

い旨の通知をいただいているところでございます。 

 以下、変更の内容につきまして別紙によりご説明

申し上げます。２、交通通信体系の整備、情報化及

び地域間交流の促進、（６）、電気通信施設等情報

化のための施設、その他の情報化のための施設につ

きましては、事業主体を市といたします公衆無線Ｌ

ＡＮ環境整備事業を追加するものであります。 

 次に、４、高齢者等の保健及び福祉の向上、及び

増進、（３）、児童福祉施設、児童館につきまして

は、事業主体を市といたします児童館整備事業を追

加するものであります。 

 次に、６、教育の振興、（３）、集会施設、体育

施設等、集会施設につきましては、事業主体を市と

いたしますコミュニティセンター等整備事業を追加

するものであります。 

 以上、ご提案を申し上げますので、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

植村議員。 

〇３番（植村真美君） ただいまご説明ありました

交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進

ということで、公衆無線ＬＡＮの環境整備事業とい

うふうに掲げられているのですけれども、この目的

というか、どういうような形の公衆無線ＬＡＮの環

境整備になるかということと、事業規模ということ

がわかりましたら教えていただきたく思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 公衆無線ＬＡＮ環境整備

事業についてお答え申し上げます。 

 場所につきましては、平岸地域の複合施設と、そ

れから市の防災拠点となります市役所庁舎に付随す

る駐車場において大規模災害の発生時につきまして

は地域住民の避難が想定されますことから、これら

の施設における安定した情報の入手手段の確保のた

めに整備するものでございます。施行の中身につい

てでございますけれども、全体の計画といたしまし

ては平成29年度でございまして、本工事費が1,694

万8,000円、設備委託については369万8,000円とな

ってございます。対象外の部分もございまして、設

備の委託につきまして79万5,000円、合わせますと

2,144万1,000円となってございます。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第219号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第15 議案第220号平成

29年度赤平市一般会計補正予算、日程第16 議案第

221号平成29年度赤平市国民健康保険特別会計補正

予算、日程第17 議案第222号平成29年度赤平市霊

園特別会計補正予算を一括議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。財政課

長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） 〔登壇〕 議案第220

号平成29年度赤平市一般会計補正予算（第１号）に

つきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 別冊の補正予算書をごらんください。一般会計補

正予算（第１号）につきましては、第１条で歳入歳

出にそれぞれ１億5,616万8,000円を追加し、予算の

総額を104億8,706万6,000円とするものでありま

す。 

 なお、金額の増減を伴わない制度改正等に伴う名

称変更及び財源補正につきましては説明を省略させ

ていただきたいと思います。 

 初めに、歳出予算について説明申し上げますの

で、６ページをお願いいたします。２款１項７目財
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産管理費64万3,000円の増額は、現在ソーラーパネ

ル設置のために貸し付けを行っている旧住吉小学校

跡地を借り受け者からの申し出により売却するため

の土地鑑定評価手数料及び市有地分筆測量委託料を

計上するものであります。 

 14目市民生活費29万1,000円の増額は、４月18日

発生の暴風被害による赤間生活館の倒木処理に要す

る委託料であります。 

 ８ページをお願いいたします。３款１項３目老人

福祉費の49万1,000円の増額は、暴風被害による寿

の家茂尻栄町老人クラブ及び住友老人クラブ屋根並

びに住友老人クラブ煙突の修繕料であります。 

 10ページをお願いいたします。４款１項２目生活

習慣病予防費21万6,000円の増額は、マイナンバー

制度に対応するため健康管理システムにおける個人

情報の副本登録に関する支援を行う経費として住民

健康管理システムマイナンバー対応支援業務委託料

を計上するものであります。 

 ６目墓地管理費14万5,000円の増額は、暴風被害

による茂尻墓地の倒木処理に要する委託料でありま

す。 

 ７目住友地区共同浴場69万7,000円の増額は、暴

風被害による浴場屋根の修繕料であります。 

 12ページをお願いいたします。２項２目じん芥処

理場費168万円の増額は、暴風被害による処理場倉

庫及び車庫屋根等の修繕料であります。 

 14ページをお願いいたします。６款１項６目エル

ムの里ほろおか交流センター費200万8,000円の増額

は、ほろおか交流センター裏手が土砂崩落したこと

により、地すべり防止工事を実施するための工事請

負費であります。 

 16ページをお願いいたします。７款１項１目商工

業振興費２万9,000円の増額は、赤平山研修センタ

ー煙突のアスベストの囲い込み処理に要する修繕料

であります。 

 18ページをお願いいたします。８款２項２目道路

維持費32万4,000円の増額は、暴風被害による若木

青葉通り、翠光苑通りの道路照明破損箇所補修に要

する工事請負費であります。 

 20ページをお願いいたします。３項２目河川改良

費273万2,000円の増額は、融雪及び道路横断管閉塞

の原因による日の出川増水復旧に要する工事請負費

であります。 

 22ページをお願いいたします。５項１目住宅管理

費461万1,000円の増額は、本町ほか４団地の除却に

伴う持ち主不明の危険物置や車庫等の処理に要する

経費として廃棄物処理手数料150万円、本年２月12

日に発生した新町末広団地の火災により１棟10戸の

うち当該住戸１戸の除却に要する経費として工事請

負費311万1,000円を計上するものであります。 

 ２目地域住宅建設費１億4,049万円の増額は、本

町ほか４団地除却に伴う給水装置申し込み手数料と

して57万円、社会資本整備総合交付金の確定により

春日第１団地６棟36戸の除却費として公営住宅新築

工事2,556万円、本町団地３棟72戸の除却費として

改良住宅新築工事8,244万円、曙西団地３棟18戸、

平和団地５棟18戸及び旭団地１棟６戸の公的住宅除

却工事3,192万円を計上するもので、その財源とし

て土木費国庫補助金が充当されるものであります。 

 24ページをお願いいたします。10款１項２目事務

局費100万円の増額は、本年度をもって閉校する赤

平中央中学校の記念誌発行などに要する経費とし

て、閉校記念協賛会補助金を計上するものでありま

す。 

 26ページをお願いいたします。５項１目社会教育

総務費31万3,000円の増額は、公民館煙突のアスベ

スト囲い込み処理に要する修繕料として２万9,000

円、炭鉱遺産公園ガイダンス施設の建築確認申請手

数料25万8,000円、給水工事手数料２万6,000円、計

28万4,000円を計上するものであります。また、報

酬45万4,000円の減額、報償費45万4,000円の増額に

つきましては、旧住友赤平炭鉱施設文化財化検討委

員会報酬として当初予算計上しておりましたが、謝

礼でお願いすることとなったために予算の組み替え

をするものであります。 

 28ページをお願いいたします。13款１項４目霊園
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特別会計操出金49万8,000円の増額は、暴風被害に

よる赤平霊園の倒木処理に要する委託料を繰り出す

ものであります。 

 戻りまして、４ページをお願いいたします。本補

正の歳入といたしまして、地域住宅建設費に充当さ

れる国庫補助金として7,917万円、今回の補正に伴

う歳入不足額を調整するため、繰越金として7,699

万8,000円を増額するものであります。 

 続きまして、議案第221号平成29年度赤平市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

て、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、第１条で歳入歳出にそれぞれ８万4,000

円を追加し、予算の総額を18億8,005万2,000円とす

るものであります。 

 ６ページをお願いいたします。初めに歳出です

が、１款１項１目一般管理費48万6,000円の増額

は、国民健康保険者の都道府県化に伴い必要となる

高額医療費支給管理システム改修委託料であり、全

額国庫補助金が充当されます。 

 ８ページをお願いいたします。３款１項１目後期

高齢者支援金の40万7,000円の減額は、平成29年度

後期高齢者支援金の医療費分の確定に伴う負担金で

あります。 

 10ページをお願いいたします。４款１項１目前期

高齢者納付金の5,000円の増額につきましても、同

様に前期高齢者納付金の医療費分の確定に伴う負担

金であります。 

 戻りまして、４ページをお願いいたします。本補

正の歳入といたしまして一般管理費に充当される国

庫補助金として48万6,000円、今回の補正に伴う歳

入超過額を調整するため基金繰入金を40万2,000円

減額するものでございます。 

 続きまして、議案第222号平成29年度赤平市霊園

特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案の

趣旨をご説明申し上げます。 

 霊園特別会計補正予算につきましては、第１条で

歳入歳出にそれぞれ49万8,000円を追加し、予算の

総額を530万6,000円とするものであります。 

 ６ページをお願いいたします。１款１項１目一般

管理費の49万8,000円の増額は、４月18日発生の暴

風被害による赤平霊園の倒木処理に要する委託料を

計上するもので、その歳入といたしまして４ペー

ジ、一般会計繰入金を同額補正するものでありま

す。 

 以上、議案第220号、第221号及び第222号につき

まして一括してご提案申し上げますので、よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。植村議員。 

〇３番（植村真美君） 一般会計補正予算の関係の

土木費の関係でございますけれども、22ページから

23ページでございます。住宅管理費の中の役務費の

中にいろいろと書いてあるのですけれども、公的住

宅の整備ということで461万1,000円ということで、

先ほど説明いただきました中に主に持ち主のいない

家の危険な家屋ということでご説明がありました。

それで、ちょっと先ほど私聞き取れなかったところ

もあるかもしれないのですけれども、この件数のも

う少し詳しく教えていただきたいということと、今

回危険な家屋の処理に至った経緯、そのあたりを教

えていただきたく思います。よろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 役務費の手数料につき

まして、まず危険家屋と先ほどおっしゃられました

が、まず団地の除却に伴いまして危険な持ち主不明

の物置、車庫、また周りにタイヤ等が投げられてお

りまして、それの廃棄物手数料として150万円を計

上させていただいております。それと、２月12日に

新町末広団地におきまして火災が起きまして、１棟

10戸のうち一番端にあります１戸がほぼ全焼となっ

たということで、それの除却工事と壁の張りかえで

すか、それを行うのに311万1,000円を計上させてい

ただいております。 
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 以上です。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） ありがとうございます。 

 先ほど持ち主不明の物置なのですけれども、何件

ぐらいになるのかということをもう少し詳しく教え

ていただきたいなというふうに思ったのと、例えば

物置だとはいえ、その持ち主に対する確認の関係の

進め方というか、そのあたりの判断をもう少し詳し

く教えていただきたく思います。よろしくお願いい

たします。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 物置、車庫につきまし

ては、かなり昔に建てられたものということで、い

ろんな方が、そこに入っていた方が使ったりしてい

たもの、または今空き家になっていて誰も使ってい

ないというものでありまして、ちょっと今ここに細

かく何件ありますということでできないのですけれ

ども、とりあえず１個当たりで１万円を計上させて

いただきまして、今回150戸取り壊しますので、150

万円ということで計上させていただいております。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 一般会計の補正予算につい

てでありますけれども、資料の27ページです。款10

項５目１ということで、27ページのほうに節12の役

務費の手数料についてでありますけれども、これは

前に建築確認申請ということで補正予算のはずなの

ですけれども、これについて中身についてちょっと

お聞きしたいのと、それからなぜこの補正で上がら

なければならなかったのかと、実はこれガイダンス

の問題については３月に決まっているわけです。だ

から、これを補正にのせてという部分について、ち

ょっと説明していただきたいのですが。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） まず、補正の内容

の内訳でありますけれども、建築確認等手数料とい

う形で建築確認申請手数料、完了検査手数料、これ

を合わせて25万8,000円。また、給水工事手数料と

いたしまして２万6,000円の補正額を計上するもの

であります。また、工事等の予算が既に議決をいた

だいておりますが、今回この時期になったというこ

とでありますが、ガイダンス施設の実施設計や工事

請負費などに関しましては、国の地方創生拠点整備

交付金、また補正予算債の財源確保や工期の観点か

ら昨年12月、また本年３月の議会で予算議決をいた

だいておりますが、このたびの建築確認手数料並び

に給水工事手数料につきましては、こうした財源が

見込めず、また基本設計などを行っておりませんの

で、間もなく完成する実施設計によって500平米以

内の490平米台の規模とすることが明らかとなりま

して、建築確認手数料につきましては、面積によっ

て手数料の金額が変わること、さらに給水工事手数

料につきましても給水管の口径の長さによって金額

が変わるということから、工事契約を予定している

７月前のこのたびの補正によって面積等の規模が確

実になった、その内容をもって補正対応するという

ことで可能ということで、このたび提案をさせてい

ただいたという状況であります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 今の質問でちょっと理解は

するのですけれども、しかしこれは早くにガイダン

スの部分は起きていたわけですね。確認はされたの

ですけれども、その後という部分ちょっと解せない

のは、これもっと後になれば別なのですけれども、

すぐですから、ここのところは、これは設計のミス

とか、それから手続手順の間違いとか、そういうこ

とで起きたというふうに私はとっているのですけれ

ども、ちょっと説明の内容が、丁寧には説明してく

れましたけれども、決まった後にすぐの議会で補正

出てくるというのはちょっと解せないものですか

ら、もう一回聞きたいのですけれども、同じことで

すか、答え。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 先ほど申し上げま

したように、財源等の見込みはないということで、

どちらかというと事務的な、形式的なものの手数料
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ということになりますので、こういう財源、地方創

生拠点整備交付金ということで、これを活用するた

めに平成28年度予算で補正予算の議決をいただきま

して、実際には繰越明許という形で平成29年度実

施、また工事契約になるということで、このタイミ

ングにきちっとしたその手数料の額の見込みが明ら

かになった段階で先ほど言いました工事契約前の締

結前にこの補正予算を通すことによって対応できる

ということで、考え方によっては確かに工事のほう

を500平米程度ということで想定しておりましたの

で、それで見込んで手数料を出しておくという考え

方もないわけではありませんが、今言いました一般

財源を活用するということで、より明確な数字がは

っきりした段階において補正を行っても間に合うと

いうことでありましたので、今回提案させていただ

いたということでありますので、ご理解いただきた

いと思います。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 10ページ、２目生活習慣

病予防費の節13の委託料21万6,000円でありますけ

れども、これまでこの健康管理システムを今回のマ

イナンバー制度に対応するための支援業務委託料と

思いますけれども、この運用上漏えいなどないよう

な管理体制はどのようになっているのか伺いたいと

思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） お答えいたし

ます。 

 マイナンバー制度の正式運用を７月に控えまし

て、当課が現在使用しております健康管理システム

でございますが、それを使いまして災害発生時の要

援護者支援を目的といたしまして、妊婦情報並びに

被接種者及び他の自治体との情報共有を目的としま

した予防接種情報のコピー、副本と呼ばれるもので

ございますが、それを厚生労働省から指定されまし

た中間サーバーに適宜送る作業が今後発生するとい

うことでございます。そのために正式運用前にシス

テム会社のシステムエンジニアによりまして、デー

タ漏れの防止のためのセキュリティ強化、さらには

有力情報と伝達時の間違いやエラーが発生しないか

の点検をしていただくとともに、個人情報の漏えい

防止のために健康づくり推進係職員に対しまして中

間サーバーへの送信業務の作業や操作手順の実地指

導等を行ってもらうための委託料ということになっ

ております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） ６ページの２款１項７目財産

管理費64万3,000円、旧住吉小学校跡地の分筆測

量、土地鑑定ということですが、ソーラーパネルを

設置されているところ、賃貸借しているところに売

却の方向ということでしたが、詳しい経緯をお伺い

したいというのが１点と、20ページ、８款３項２目

河川改良費273万2,000円、日の出川の道路横断管の

復旧ということでしたが、全て復旧が完了したのか

ということと、これ再発防止も含めた復旧工事だっ

たのかということの確認をしたい。 

 もう一点は、26ページ、10款５項１目社会教育総

務費31万3,000円、うち12節役務費手数料28万4,000

円、ガイダンス施設建築確認申請手数料25万8,000

円と給水工事手数料２万6,000円、今ほども質疑あ

りましたが、まず今の説明ではちょっと納得できな

い部分があります。どちらもあらかじめわかってい

たものだというような答弁もありました。と思うの

です。面積というのは、500平米というのがもとも

と決まっていましたし、管の径というのも口径によ

ると言いますけれども、恐らく２種類、大きいほ

う、小さいほう、大きいほうを見積もっていれば問

題なかったのではないかと思いますが、どちらもこ

ういったあらかじめわかっていた状態で計画自体が

急ぎ過ぎていた結果、確認がおろそかになって抜け

ていたミスではないかと思うのですが、もう一度ご

答弁をいただきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 財政課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） ６ページ、財産管理費64

万3,000円の増額に関しての経緯についてのご質問
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ですが、旧住吉小学校の校舎跡地につきましては、

平成28年４月１日にソーラーパネル設置のために西

出興業より申し出がありまして、特に利用計画のな

い遊休地であったことから、求積により面積を算

出、公有財産規則に基づきまして賃借料を算定し、

同日より年額２万8,500円で賃貸借契約を締結して

おります。今般相手先より土地取得の申し出があっ

たことから、市有財産要綱に基づきまして借地権設

定者に対し随意契約で売り払うべく旧校舎とグラウ

ンド用地を分けるための分筆測量及び該当箇所の不

動産鑑定を行うものです。よろしくお願いします。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 日の出川の復旧工事費

につきまして、273万2,000円を計上させていただい

たところですが、これにつきまして道路横断してい

る管は北海道で持っておりまして、そこからＪＲま

での間、その間につきましては一度整備をきれいに

しまして、川がきちんと流れる状況にはなっており

ます。また、これからも少し維持管理のほうにお金

を入れていきたいかなと考えているところでござい

ます。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） ガイダンス施設関

連の手数料につきまして、特に500平米を超えるか

超えないかによってこの手数料の金額が動くという

ことがありまして、またあと水道管の関係につきま

しても40ミリを超えるか、超えないかということで

手数料の金額が動いてまいります。そこで、先ほど

申し上げましたが、多目に予算を組むという形では

なくて、実際に必要な予算を実施設計でそれが見通

せた段階で行っても工事契約締結前には何とか間に

合うということで、今回補正をさせていただくとい

うことでありますが、全体事業費等のことを考えま

すと既に調査委託料等を行っていまして、こちらの

ほうで今後減額ということも出てまいりますので、

全体事業費に対する影響という分は今回の手数料が

総額予想になっているということではないというこ

とになっていますので、この点も含めてご理解いた

だければと思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 財産管理費については理解で

きましたが、賃貸借していたところに売却の方向と

いうことですので、適正価格で透明性をもって行っ

ていただきたいということ。河川のほうもやっぱり

再発防止を、また起きてしまえばまた工事しなけれ

ばならないので、そちらのほうを重点的にやってい

ただきたいということを申し上げたいと思います。

あとガイダンス施設に関連するものですけれども、

今ご答弁いただきましたが、いずれにしても面積は

500平米ぐらいではないと建てるのが間に合わない

と、工期の段階でということもありましたし、給水

に関してもあらかじめ予測はついたとは思うので

す。当初にのせなかった理由にはやはりならないの

かなというのが１点。 

 これ当初基本設計がなかったからというようなこ

とを先ほどおっしゃっていましたけれども、そのと

おりなのです。そういうふうに急いだ結果だと私は

思いますが、普通は当初で計上されるべきものだと

思うのですけれども、後からになったことで金額の

変動などはありませんか。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 今全体事業費をお

示ししている２億5,580万円、この範囲を超えると

いうことはございません。先ほど申し上げました入

札等を行っている委託料関係がありますけれども、

こちらのほうは予算よりは減額になっております。

今回の補正額の28万円程度ですけれども、これを超

えるということで事業費全体に対する影響という部

分は発生はしてまいりません。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） これ以上はふえることはない

ということを明確に答弁いただきました。ただ、こ

れやはり22ページのものと同じだと思うのですけれ

ども、国庫補助が確定したことによる計上、そのと

きに給水手数料等は上げられるべきだと私は思うの

です。そういったことで、今これを超えることはな
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い、２億5,000万円を超えることはないというお話

でしたが、改めて今後このようなものが出てくるこ

とがないのか、お伺いをしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 100％という部分

は言い切れる部分はございませんが、たださまざま

な地盤調査等を含めて実施設計を行っておりますの

で、これを超えると、金額を新たに起きるというこ

とはよほど突発的なことがない限りは想定されませ

ん。そして、先ほど申し上げました入札等での執行

残等もありますので、事業費をさらに上回るという

のは、今の実施設計段階においては全く見込まれな

いという状況です。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第220号、第

222号については、行政常任委員会に付託いたしま

す。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第221号については、会議規則第36条第３項

の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第221号については、委員会の付託

を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第221号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第18 議案第223号赤平

市農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて、日程第19 議案第224号赤平市農業委員会

委員の任命につき同意を求めることについて、日程

第20 議案第225号赤平市農業委員会委員の任命に

つき同意を求めることについて、日程第21 議案第

226号赤平市農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについて、日程第22 議案第227号赤平市

農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、日程第23 議案第228号赤平市農業委員会委

員の任命につき同意を求めることについて、日程第

24 議案第229号赤平市農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて、日程第25 議案第

230号赤平市農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについて、日程第26 議案第231号赤平市

農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、日程第27 議案第232号赤平市農業委員会委

員の任命につき同意を求めることについて、日程第

28 議案第233号赤平市農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてを一括議題といたしま

す。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市長（菊島好孝君） 〔登壇〕 議案第223号か

ら第233号まで一括して提案の趣旨をご説明申し上

げます。 

 農業委員会委員の任命につきましては、農業委員

会等に関する法律の改正によりまして、平成28年４

月１日以降に任期満了を迎える農業委員会委員の選

出方法については、選挙制と市町村長の専任制の併

用から市町村議会の同意を要件とし、市町村長の任

命制に一本化されたところであり、現在任に当たっ

ておられる委員につきましては、全ての委員が本年

７月19日で任期満了を迎えるため、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意

を求めるものでございます。 

 また、委員任命の条件といたしましては、原則と
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して委員の過半数を認定農業者とすること、農業者

以外の者で中立的な立場で公正な判断をする者を１

人以上入れること、女性、青年も積極的に登用する

などとなっておりまして、これらの条件を満たすこ

ととなっております。 

 議案番号順にそれぞれ氏名、生年月日、現住所を

申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、経歴等につきましては参考資料のとおりで

ございます。 

 初めに、議案第223号、氏名、中西幸一、生年月

日、昭和32年８月２日、現住所、赤平市住吉町352

番地。 

 続きまして、議案第224号、氏名、伊藤修、生年

月日、昭和35年６月３日、現住所、芦別市南１条東

１丁目４番地の５。 

 続きまして、議案第225号、氏名、池松洋一、生

年月日、昭和30年３月12日、現住所、赤平市平岸新

光町６丁目27番地。 

 続きまして、議案第226号、氏名、鈴木要助、生

年月日、昭和28年５月30日、現住所、赤平市東豊里

町102番地。 

  続きまして、議案第227号、氏名、中村英昭、生

年月日、昭和34年４月10日、現住所、赤平市幌岡町

17番地。 

 続きまして、議案第228号、氏名、吉本政史、生

年月日、昭和43年12月13日、現住所、赤平市幌岡町

71番地。 

 続きまして、議案第229号、氏名、田村元一、生

年月日、昭和27年12月７日、現住所、赤平市共和町

238番地。 

 続きまして、議案第230号、氏名、養田武士、生

年月日、昭和25年６月27日、現住所、赤平市共和町

394番地。 

 続きまして、議案第231号、氏名、橋本勉、生年

月日、昭和24年12月26日、現住所、赤平市住吉町

498番地３。 

 続きまして、議案第232号、氏名、吉野猛光、生

年月日、昭和28年１月21日、現住所、赤平市共和町

447番地。 

 続きまして、議案第233号、氏名、髙橋ノリ子、

生年月日、昭和20年２月16日、現住所、赤平市幸町

２丁目53番地。 

 以上、11名のご提案でございます。 

 なお、農業委員会委員の任期につきましては、本

年７月20日から平成32年７月19日までとなっており

ます。 

 以上、議案第223号から第233号につきまして、一

括してご提案申し上げますが、赤平市農業委員会委

員として適任と考えますので、ご同意賜りますよう

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） ただいま市長のほうから11

名の農業委員の方の同意を求める件が出てきまし

て、要件についてもご説明をいただきましたが、何

点か確認をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

 まず、農業委員の募集についての関係ですけれど

も、私のほうでちょっと認識がずれて間違っていた

ら一緒に教えていただきたいというふうに思うので

すが、まずは推薦及び応募について、地区から、そ

れから団体から、一般応募ということで種類がある

というふうに思うのですが、この11名の方々のそれ

ぞれの割合をまず教えていただきたいというふうに

思います。 

 それと、推薦、応募の資格のことですけれども、

何点か、３つほどですか、あって、その中で変更が

あったのかもしれませんが、赤平市に住所を有する

者ということがあって、そこはただし書きがあっ

て、特別な事由がある場合はこの限りではないとい

うことでしたので、赤平市に住所を有していない方

が、認識がどうかはわかりませんが、現住所が違う

という方がいらっしゃいますので、もしその方がこ

のただし書きの特別な事由のところにかかわるので

あれば、そのただし書きの内容、そこを教えていた
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だけたらというふうに思います。 

 ２点、よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 農政課長。 

〇農政課長（野呂道洋君） ただいまご質問ありま

した11名の内訳につきましては、実は11名の定数に

対しまして12名の応募がございまして、地区からの

推薦が９名です。団体からの推薦が２名と、あと一

般募集が１名という内訳になってございます。先ほ

ど現住所、居住地の件ですが、こちらにつきまして

は農林水産省のほうも今まで農業委員の選挙につき

ましては、農業委員会の区域内に住所を有する者に

被選挙権が付与されていたということで、改正後の

農業委員にはこのような制限がなくて、区域内に住

所を有しなくても当該区域内で農業経営を行ってい

る者、もしくは当該地域に農業事情に詳しい者が農

業委員に推薦され、または応募も可能だと、こうい

う見解が出てございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） ありがとうございます。 

 もう一点、若者に関してなのですけれども、当市

として積極的に若い世代の農業関係者等をこの農業

委員に組み込んでいく考えがあるか、あるとするな

らば今後どういうふうに考えていくのかというのを

ちょっと聞いておきたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 農政課長。 

〇農政課長（野呂道洋君） 基本的な考えといたし

まして、女性、青年も積極的に登用ということで、

こちらについては新規就農担い手不足を解消すると

いう意味で持続可能な農業経営をしていただくとい

うことでも重要なことだと思いますので、積極的に

任命したいとは考えておるのですが、なかなか高齢

化になってきているものですから、難しい問題もあ

りますが、継続して検討してまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第223号、第224号、第225号、第226号、第

227号、第228号、第229号、第230号、第231号、第

232号、第233号については、会議規則第36条第３項

の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第223号、第224号、第225号、第226

号、第227号、第228号、第229号、第230号、第231

号、第232号、第233号については、委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 よって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第223号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

 次に、議案第224号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

 次に、議案第225号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 
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 次に、議案第226号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

 次に、議案第227号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

 次に、議案第228号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

 次に、議案第229号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

 次に、議案第230号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

 次に、議案第231号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

 次に、議案第232号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

 次に、議案第233号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第29 報告第19号平成28

年度赤平市一般会計継続費繰越計算書の報告につい

て、日程第30 報告第20号平成28年度赤平市一般会

計繰越明許費繰越計算書の報告について、日程第31 

報告第21号平成28年度赤平市下水道事業特別会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてを一括議題とい

たします。 

 本件に関する提案理由の説明を求めます。財政課

長。 

（「説明省略」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 説明省略との声がありますの

で、説明を省略いたします。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております報告第19号、第20

号、第21号については、報告済みといたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第32 報告第22号株式会

社赤平振興公社の経営状況についてを議題といたし

ます。 

 本件に関する提案理由の説明を求めます。副市

長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 〔登壇〕 報告第22号株

式会社赤平振興公社の経営状況について、ご報告申
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し上げます。 

 第35期営業年度、株式会社赤平振興公社事業報告

書、決算報告並びに株主資本等変動計算書につきま

してご説明申し上げます。 

 最初に、１ページの事業概要でありますが、庶務

事項といたしまして、昨年は５月25日に定時株主総

会を開催しております。以降、本年３月まで取締役

会を記載のとおりの案件で開催しております。 

 次に、２ページの事業報告書について申し上げま

す。１のエルム事業所でありますが、保養センター

事業につきましては、前年実績より2,194人の減少

となりました。人口減少に加え、台風や夏の週末の

天候不順が影響していると考えられます。ケビン村

事業は、前年実績より14回の利用増となりました。 

 ２の赤平営業所でありますが、エルム高原施設管

理事業につきましては、家族旅行村におけるキャン

プ利用人数は731人の減少、オートキャンプ場の利

用人数は７人の減少と、いずれも前年実績を下回っ

ておりますが、テニスコートやバーベキューハウス

の利用人数は417人増加しております。じん芥収集

運搬事業につきましては、一般ごみの収集量は

47.32トンの減少、資源ごみは4.55トンの増加とな

っており、全体で42.77トンの大幅な減少となって

おります。住友地区共同浴場事業につきましては、

前年実績より3,643人の減少となりました。 

 ３の本町営業所は、平成28年度より公社の新規部

門として事業を開始いたしました。市内高齢者の雇

用を目的とし、各公園管理、パークゴルフ場管理、

墓地清掃など、公共的で市民の方が訪れる場所を中

心に受託し、清潔にかつ健全な管理を行っていると

ころであります。 

 次に、３ページの平成29年３月31日現在の貸借対

照表についてご説明申し上げます。資産の部であり

ますが、流動資産が計4,100万8,900円であります。

預貯金は2,023万8,227円で、有価証券1,000万円は

国債であります。固定資産は計453万3,319円であり

ます。減価償却を終えました機械器具類の残存価格

を計上しております。資産の部合計4,554万2,219円

であります。 

 次に、負債・資本の部でありますが、流動負債は

計2,213万629円であります。未払い金1,602万7,550

円は、３月分の給料を含む会社経費であります。純

資産は資本金、利益準備金及び繰越利益剰余金を合

わせまして2,341万1,590円であります。負債・資本

の部合計4,554万2,219円であります。 

 次に、４ページの第35期営業年度の損益計算書に

ついてご説明申し上げます。営業損益の部、営業収

益でありますが、販売売上収益は計7,500万7,349円

であります。受託事業収益は計8,527万6,249円であ

ります。赤平市からの委託料収入でありまして、内

訳は記載のとおりであります。営業収益の合計は１

億6,028万3,598円であります。営業費用であります

が、販売売上費用は計1,023万2,886円であります。

販売費及び一般管理費は計１億4,968万1,954円であ

ります。各事業費の内訳は記載のとおりでありま

す。営業費用の合計は１億5,991万4,840円で、営業

利益は36万8,758円であります。営業外損益の部、

営業外収益は計47万8,828円であります。特別損益

の部、特別損失は業務用として使用していた軽自動

車を廃車したため、残存価格を処理したものであり

ます。結果といたしまして、税引き前当期純利益は

84万7,585円となり、法人税等21万3,685円を差し引

いた平成28年度の当期純利益は63万3,900円となり

ました。 

 次に、５ページの第35期営業年度の株主資本等変

動計算書についてご説明申し上げます。当期剰余金

でありますが、下の表のその他資本剰余金及びその

他利益剰余金の内訳書の右側になりますが、その他

利益剰余金合計欄に、前期末残高886万9,690円に当

期純利益63万3,900円を加えまして、950万3,590円

を当期末残高として、次期繰越金とするものであり

ます。 

 ６ページの結びでありますが、第35期営業年度に

おきまして、本町営業所業務がふえたことにより収

入が増加し、保養センターの設備等の修理や業務用

品を購入いたしました上で63万3,900円の純利益を
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計上する決算となりましたが、今後も景気動向を注

視し、一層の効率的な事業の執行に努めてまいりた

いと結んでおります。 

 なお、７ページは監査報告書、８ページから10ペ

ージにかけましては決算に関する資料、11ページか

ら17ページにかけましては事業実績に関する資料を

掲載しておりますので、ご参照いただきたいという

ふうに思います。 

 以上、ご報告申し上げましたので、ご了承のほど

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

木村議員。 

〇１番（木村恵君） 35期の状況を報告いただきま

したが、人口減少の中、63万3,900円の純利益とい

うことでした。新しく始めた事業で年賀状による全

世帯への案内というものと、本町営業所というもの

がありました。８ページを見ると本町営業所、大変

大きいのかなというふうにも思いましたので、この

２点についてお伺いをしたいと思います。本町営業

所については、受託事業は何件で、何名の雇用を生

んだのか。また、年賀状の経費と効果について、お

願いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） まず、２点ご質問ござい

ますけれども、まず初めに年賀状の経費と効果とい

うことでございますが、郵便局と共同で行った事業

でございまして、公社は年賀はがき代金を支払いま

して、印刷については郵便局で行っていただきまし

た。5,300枚のはがき代、27万5,000円が公社の支出

となっております。実施内容としましては、5,300

枚を配付し、引きかえに来た方が545人、実際に使

用した方が456人と、約１割の方にご利用をいただ

いたところであります。収益としては、黒字という

ことではありませんけれども、市民の全世帯に直接

ＰＲできたということにつきましては成果があった

ものというふうに思いますので、今年度につきまし

ても実施に向け検討していくということでございま

す。 

 また、本町営業所につきましては、高齢者事業団

が解散し、公社において高齢者の生きがいと働く場

の創出という観点も含めまして、公園やパークゴル

フ場等の草刈りや清掃を13件受託しまして、６カ月

を満度として夏期、夏に18名の雇用をしたところで

あります。その他にも単発的な除雪や草刈り等につ

いても対応しておるということでございます。第35

期の営業利益につきましては、約410万円を計上し

ているところではございますけれども、本町営業所

の利益を先ほど申しましたとおり保養センターやケ

ビン村においてお客様に喜んでいただけるような物

品等を購入したり、破損や老朽化して汚れたものな

ど、公社みずから自社事業として補填し、施設の充

実に努めていたというところでございます。今年度

も引き続き受託事業を継続するとともに、雇用につ

きましても人材の確保に努めてまいりたいというこ

とでございますので、ご理解賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております報告第22号につい

ては、報告済みといたします。 

                       

〇議長（北市勲君） お諮りいたします。 

 委員会審査のため、あす14日、１日休会いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、あす14日、１日休会することに決しまし

た。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ０時３０分 散 会） 
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